
２９千監（住）第２号 

平成３０年１月１１日 

 

（ 請 求 人 ） 様 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司       

同       宮 原 清 貴       

同       川 合 隆 史       

同       宇留間 又衛門       

 

 

千葉市職員措置請求について（通知） 

 

 平成２９年１２月１１日付けで提出された千葉市職員措置請求については、下記の理由

により地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項に規定する請求の要件を

欠くものであるため、監査を実施しないこととしたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 柵の撤去を承認したことが財務会計上の行為に当たるか否か 

（１）地方自治法第２４２条第１項に定める住民監査請求の対象となる事項は、公金の支

出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の

賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる。そして、最高裁判所平成

２年４月１２日判決によると、住民訴訟に係る訴えが適法といえるためには、当該訴

訟の対象とされた行為又は事実が、財務会計上の行為又は事実として、財務的処理を

直接の目的とするものでなければならないとされている。 

また、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条に基づく「道路管理者の承認」

について、道路管理者は、その工事を行う必要性、設計及び実施計画の合理性並びに

道路管理上の支障の有無などを総合的に判断して、承認又は不承認の処分を行うと解

されている（『改訂４版道路法解説』道路法令研究会：１４０頁）。 

（２）これを本件についてみると、高洲中央港線（以下「本件道路」という。）と県有地と

の道路境界上に設置された鉄パイプによる柵の撤去の承認（以下「本件承認」という。）

は、道路管理者である市が道路法第２４条に基づき行った道路行政上の行為であって、

私人などが自らの必要性に基づいて道路に関する工事又は維持を行う必要が生じ、道

路管理上支障がなければこれを認めることを主眼とするものであり、財務的処理すな

わち公有財産の財産的価値に着目して行う管理行為とは性質を異にするものである。 

したがって、本件承認をしたことは、本件道路の道路としての財産的価値に着目し、

その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行

為には当たらない。 

（３）また、請求人は、本件承認により市の駐輪場収入の減少が生じた旨主張しているが、

東京地方裁判所昭和５５年１０月９日判決によると、地方公共団体が特定の行政目的

のために一連の作用を行う場合においても、住民訴訟の対象となり得るのは、そのう

ちの財務会計上の事務処理のみに限られるのであって、それ以外の一般行政上の事務

処理については、たとえそれが何らかの形で当該地方公共団体に財産的影響を及ぼす

ことがあるとしても、これを住民訴訟の対象とすることはできないとされている。 



本件承認は、前記１（２）のとおり非財務的見地から行われる道路行政上の行為で

あるから、仮に、請求人が主張するように、本件承認により駐輪場の経営が可能にな

りＮＰＯ法人の駐輪場に利用者が流れ、市の駐輪場の収入が減少し、市に財産的影響

を及ぼすことがあるとしても、このことをもって本件承認を財務会計上の財産管理行

為であるということはできない。 

 

２ 市の駐輪場収入の減収が続いていることを放置しているとの主張等について 

（１）請求人は、請求書（６）において「柵の撤去が監査対象ではなく、柵の撤去により

現在も本市の駐輪場収入の減収が続いていることを放置していることが監査対象であ

る」旨主張している。 

しかしながら、請求人は、請求書（３）において「駐輪場運営には本市の管理する

設備の撤去が必須であるところ、中央・美浜土木事務所が撤去の許可を与え、ＮＰＯ

の駐輪場経営を可能にしたことで本市は自ら駐輪場収入の減少を招いており、本市の

駐輪場所管部局も柵の撤去を承認した中央・美浜土木事務所の所管部局も建設局であ

ることを考えると、同一部局でありながら、中央・美浜土木事務所が本市の運営する

駐輪場の減収を招くことに直結する柵の撤去の許可を与えたことは、適正な財務会計

行為に影響を与える不当なものである。」として本件承認をしたことが不当であるとし、

また、請求書（５）において「ＮＰＯの駐輪場運営に必要な設備撤去の許可」の見直

しを必要な措置として求め、補正書（４）において「適切な時期に柵の撤去の承認の

取消し、原状の回復を図らなければならない」としている。 

これらのことから、結局のところ、請求人は、本件承認を請求対象としていると考

えられ、本件承認が財務会計上の行為に当たらないことは、前記１（２）のとおりで

ある。 

（２）なお、請求人が、仮に、柵の設置をすべきであるのに柵の設置をしないという不作

為を問題としているとしても、これも道路行政上の行為をいうのであるから、同様に

財務会計上の行為には当たらない。 

 

以上のことから、他の事項を判断するまでもなく、本件監査請求は、地方自治法第２４

２条第１項に規定する請求の要件を欠く不適法なものと判断しました。 

 



【参考】２９千監（住）第２号 
 

１ 請求の要旨 

本件監査請求の要旨は次のとおりである（以下、原文のまま掲載）。 

１ 請求の要旨 

（１）請求の対象となる執行機関・職員 

市長、建設局 

（２）請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実 

別紙事実証明書記載のとおり、千葉市長の設立認可を得たＮＰＯ法人が、千葉み

なと駅前の市営の自転車駐輪場に隣接する県有地を年間賃料６万５千円で賃借して

駐輪場を運営し、年間約３００万円の売上をあげている。 

このＮＰＯの駐輪場運営には本市が設置している鉄パイプによる柵を撤去する必

要があるところ、監査対象部局は漫然とこれを許可し、ＮＰＯの駐輪場経営を可能

にした。これにより本市は年間約５４０万円の駐輪場収入の減収を招いたが、これ

は監査対象の財務会計上の行為に該当する。 

（３）違法又は不当とする理由 

駐輪場運営には本市の管理する設備の撤去が必須であるところ、中央・美浜土木

事務所が撤去の許可を与え、ＮＰＯの駐輪場経営を可能にしたことで本市は自ら駐

輪場収入の減少を招いており、本市の駐輪場所管部局も柵の撤去を許可した中央・

美浜土木事務所の所管部局も建設局であることを考えると、同一部局でありながら、

中央・美浜土木事務所が本市の運営する駐輪場の減収を招くことに直結する柵の撤

去の許可を与えたことは、適正な財務会計行為に影響を与える不当なものである。 

（４）市に生じている損害 

 駐輪場利用料金は、本市が１８００円であるのに対しＮＰＯの駐輪場は格安の 

１０００円であることから算定すると、利用者が全員本市の駐輪場からＮＰＯの駐

輪場に流れたとすると、本市の減収額はＮＰＯの年商である３００万円の１．８倍

の年間約５４０万円に上るものと推計できる。 

（５）求める必要な措置 

 よって、適切な時期に当該ＮＰＯの駐輪場運営に必要な設備撤去の許可を見直し、

当該駐輪場利用者の市営駐輪場への移動を促し、もって本市の駐輪場収入の回復を

図る等の措置を講じなければならない。 

（６）１年以上の経過について 

柵の撤去が監査対象ではなく、柵の撤去により現在も本市の駐輪場収入の減収が

続いていることを放置していることが監査対象であることから、住民監査請求が財

務会計上の行為のときから１年以内に行われるべきものであることについての問題

は生じていない。 

（請求書添付の「事実証明書」略） 

 

２ 請求人 

千葉市若葉区の住民１名 

 

３ 請求書の提出日 

平成２９年１２月１１日 

 


